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紫 環 第  号 

令和 年 月 日 

   氏 名    様 

 

紫波町長 熊 谷   泉 

 

所有山林に関する意向調査 

 

 紫波町では現在、町内の山林を適切に管理していくため、平成 31 年 4月に施行 

された「森林経営管理法」に基づいて、町内に山林を有する森林所有者の皆様に、 

今後の所有山林の経営や管理の意向などをお伺いし、これを踏まえて町による経営 

管理権の設定などについて検討していくこととしています。 

 

（１） 赤沢南区域(県道紫波江繋線の南側)、星山大巻区域(彦部暮坪と国道 396 号線以

西の西長岡、草刈等を含む)に森林(主にスギの人工林を対象とします)を所有す

る皆さまに、森林管理についての意向調査を実施します。 

（２） 同封の【調査票】に必要事項を記入し、お手数ですが提出期限までに返信用封

筒で返送していただきますようお願いします。 

（３） 連絡先の確認のため、【調査票】に住所・氏名及び連絡先の記入（必須）をお願

いします。 

（４） 「森林経営管理法」についての内容や所有されている森林の状況などについ

て、希望する方には予約制により個別相談をいたしますので、事前に電話等で

の予約をお願いします。 

 

提出期限：令和 7 年 11 月末 までに【調査票】を 

返信用封筒に入れポストに投函してください。 

 

※ なお、アンケートで得られた情報は、森林整備の目的にのみ利用します。回答者の意向

を確認の上、森林整備のために特定の林業事業体に提供する場合もあります。 

 

〇同封されている物  

     ・今回のアンケートについて 

・調査票                   

     ・意向調査対象となった所有山林(人工林)    

     ・返信用封筒 

     ・森林に関する相談会 開催のお知らせ 

 

 

 

紫波町産業部環境課林務係 

小泉・遠山 

電話  019-672-2111(内線 2262・2263) 
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【調査票】 

所有山林に関する意向調査 

                       

所 有 者  回 答 者 

 （所有者との続柄：     ） 

氏     名   

住     所   

連絡先（電話番号）      ―     ―     ―    ― 

                                                          （必ずご記入ください） 

それでは、所有山林について伺います。 

【意向調査対象となった所有山林(人工林)】をご覧いただき、あなたの所有する山林のうち今回

意向等を伺わせて頂く山林（以下、「対象山林」とします）をご確認ください。 

※今回の調査対象範囲外の所有山林については記載しておりません。 

※複数の方が共同所有（共有山林）している場合は代表者のみにお知らせしています。 

 

問１ 今回のアンケートは、「令和７年３月の林地台帳」の情報をもとに送付していますが、対象山林

についてあてはまる番号に○をつけてお答え下さい。 

 ① 山林は自分の所有で間違いない。（問２へ） 

 ② 山林は自分の所有ではない。（問１－２へ） 

 ③ 山林を自分が所有していることを知らなかった。（問２へ） 

④ 山林が自分の所有かどうかわからない。（問２へ） 

 

問１－２ もし、森林所有者がおわかりでしたらお知らせ下さい。 

          氏  名：                                    

 連絡先：                                    

 

（問１で①又は③とお答えになった方） 

問２ 現在の対象山林の管理や手入れの状況について 

 対象山林について、現在どのように管理（見回り）や整備（間伐などの施業）をされていますか？ 

① 日常的な管理（見回り）や整備を自分で行っている。 

   ② 日常的な管理（見回り）は自分で行っているが、整備（間伐などの施業）はほかの人（ある

いは団体）に委託している。 

 ③ 日常的な管理（見回り）も整備（間伐などの施業）もほかの人（あるいは団体）に委託して

いる。 

④ 日常的とはいえないが、３年以内に管理（見回り）や整備（間伐などの施業）を自分もしく

はほかの人（あるいは団体）が行った。 

     ⑤ 特に管理も整備もしていない。 

     ⑥ その他 （                                                ） 

【裏面に続きます】 
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問３ 対象山林について、過去１０年以内に間伐などの整備をされましたか？わかる範囲でお答え下

さい。 

① 整備をした (内容（わかる範囲で）：                         （例：△年△月に間伐）） 

   ② 整備をしていない 

   ③ わからない    

④ その他（                                                        ） 

問４を答える前に必ずお読みください。 

◎ 平成 31 年４月に施行された【森林経営管理法】は、森林所有者の方々が自ら管理することが難

しい山林について、森林所有者の方と町が相談して今後の山林管理の方針を定めた上  

で、森林所有者の方が町に経営や管理を委託できる（経営管理権を設定する）法律です。 

山林の所有権は引き続き山林所有者の方が持ち、また、町が所有者から寄付を受けるもの

ではありません。 

 経営管理権が設定された山林について町が作業を実施する費用は、森林環境税を用いた基金か

ら支出するため、所有者の方の負担はありません。伐採木の売上金等があれば基金に補填します。

この制度の利用を検討する方は、次の問４で④を選択してください。 

町は経営管理権を設定せず、林業事業者に対して事業実施を斡旋することもあります。 

併せて斡旋のために所有者の氏名、住所等を知らせてよいかについても回答願います。 

問４ 対象山林の今後の経営や管理についてどのようにお考えですか。 

① 自分で経営や管理をしていきたい。（今後の施業予定：                      ） 

② 自分で委託先を探し、経営や管理を委託したい。（想定している委託先：               ） 

③ 既に他者に委託しており、引き続き継続して委託したい。（今後の委託予定：        ） 

 ④ 町に経営や管理を委ねることについて検討したい。 

⑤ その他（                                                     ） 

事業斡旋のため林業事業体に氏名、住所、所有林情報を  知らせて良い・知らせたくない  

(どちらかに〇） 

林業事業体は下記の 5 社です。個別に知らせたくない事業体があれば□に×をつけてください。 

□ １１１１１１１１１１１   １１１１１１１１１１１  電話 １１１１１１１ 

□ １１１１１１１１１１１   １１１１１１１１１１１  電話 １１１１１１１ 

□ １１１１１１１１１１１   １１１１１１１１１１１  電話 １１１１１１１ 

□ １１１１１１１１１１１   １１１１１１１１１１１  電話 １１１１１１１ 

□ １１１１１１１１１１１   １１１１１１１１１１１  電話 １１１１１１１ 

 

調査は以上です。御協力ありがとうございました。 

提出期限：令和 7 年 11 月末    この用紙を返信用封筒で郵送してください。 

※ 本調査はあくまで森林所有者の皆様に対象山林に関する経営や管理の意向をお伺いするもの 

です。この調査において町に経営や管理を委ねることを希望されることをもって、町

が経営や管理の委託を受けることをお約束するものではありません。 

〇相続等の所有者変更で記載事項の修正が必要等、要望があれば記入してください。 
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対象森林位置図 


